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「臨時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 

 

2025 年 11 月 26 日付にてご送付いたしました当社「臨時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事

項の一部を訂正するとともに、第 3 号議案を撤回いたしますので、本ウェブサイトへの掲載をもって下

記のとおりご連絡をさせていただきます。 

 

記 

  

１．訂正及び議案撤回の理由 

当社は、2025 年 12 月 11 日開催予定の臨時株主総会（以下「本総会」といいます。）に「第 3 号議

案「株式会社関通営業分割準備会社との吸収分割契約承認の件」を付議することとしておりました

が、既存のお客様に向けた円滑なサービス提供体制および新規獲得体制を持株会社で構築、維持する

ことがグループ全体で最良の形と判断したため、本日開催の取締役会において本総会への同議案の上

程を取りやめ、撤回することを決議いたしました。これに伴い、関連する第 1 号議案、第 5 号議案及

び第 6 号議案の記載内容につきましても、所要の訂正を行うものであります。 

 

２．「臨時株主総会招集ご通知」の訂正箇所（訂正箇所に下線を付しております） 

  【訂正箇所➀】 

招集ご通知 5 ページ 第１号議案 株式会社関通分割準備会社との吸収分割契約承認の件 

 ＜訂正前＞ 

１．吸収分割を行う理由 

（前略）今回、各事業部門の役割・責任を明確化し、当社の強みである決定・行動スピードをよ

り一層速め、それぞれの強み・特色を活かしながら専門性を高めて、収益力を向上させるため

に、会社分割により、①物流事業会社関西 ②物流事業会社関東 ③営業事業会社 ④ＩＴ事

業会社を独立した事業会社とする予定です。持株会社はグループ経営機能に特化し、グループ

戦略の策定及び経営資源の配分の最適化を図るとともに、事業会社はそれぞれの事業に専念す

ることで、お客様満足度の一層の向上を推進し、また、環境の変化に応じた柔軟でスピード感

のある事業展開を行うことにより、当社グループの企業価値の一層の向上を目指してまいりま

す。 

＜訂正後＞ 

１．吸収分割を行う理由 

（前略）今回、各事業部門の役割・責任を明確化し、当社の強みである決定・行動スピードをよ

り一層速め、それぞれの強み・特色を活かしながら専門性を高めて、収益力を向上させるため

に、会社分割により、①物流事業会社関西 ②物流事業会社関東 ④ＩＴ事業会社を独立した

事業会社とする予定です。持株会社は営業事業を有しつつ、グループ経営機能に重点を置き、

グループ戦略の策定及び経営資源の配分の最適化を図るとともに、事業会社はそれぞれの事業

に専念することで、お客様満足度の一層の向上を推進し、また、環境の変化に応じた柔軟でス

ピード感のある事業展開を行うことにより、当社グループの企業価値の一層の向上を目指して

まいります。 

 

 



 

 

 

 

【訂正箇所②】 

招集ご通知 17 ページ 第３号議案 

＜訂正前＞ 

第３号議案  株式会社関通営業分割準備会社との吸収分割契約承認の件（議案内容の全文） 

＜訂正後＞ 

（第３号議案は撤回いたしました。） 

 

【訂正箇所③】 

招集ご通知 27 ページ 第５号議案 定款の一部変更の件 

＜訂正前＞ 

附則（商号及び目的変更に関する経過措置） 定款第１条（商号）及び第２条（目的）の変更は、当社

と株式会社関通分割準備会社、株式会社関通物流分割準備会社、株式会社関通営業分割準備会社及び株

式会社関通 IT 分割準備会社との間で締結された 2025 年 11 月 14 日付吸収分割契約に基づく吸収分割の

効力発生を条件として効力が生じるものとする。（後略）） 

＜訂正後＞ 

附則（商号及び目的変更に関する経過措置） 定款第１条（商号）及び第２条（目的）の変更は、当社

と株式会社関通分割準備会社、株式会社関通物流分割準備会社及び株式会社関通 IT 分割準備会社との

間で締結された 2025 年 11月 14 日付吸収分割契約に基づく吸収分割の効力発生を条件として効力が生

じるものとする。（後略） 

 

【訂正箇所④】 

招集ご通知 29 ページ 第６号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少の件 

＜訂正前＞ 

１．提案の理由  

持株会社体制移行のための吸収分割を、第 1、２、３及び４号議案のとおり実施することにより、

分割会社である当社の資本が減少する見込みです。（後略） 

＜訂正後＞ 

１．提案の理由  

持株会社体制移行のための吸収分割を、第 1、２及び４号議案のとおり実施することにより、分割

会社である当社の資本が減少する見込みです。（後略） 

 
 

以 上 


